
 

公益社団法人 我孫子市シルバー人材センター 

職員給与規程 

第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この規程は、公益社団法人我孫子市シルバー人材センター（以下「セ

ンター」という。）職員就業規則第２７条の規定に基づき、職員に支給する給

与に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （給与の種類） 

第２条 職員の給与は、基本給、特別手当及び次に掲げる諸手当とする。 

 （１）扶養手当 

（２）地域手当 

（３）住居手当 

（４）通勤手当 

（５）時間外勤務手当 

（６）休日勤務手当 

（７）夜間勤務手当 

（８）管理職手当 

 （給与の支払） 

第３条 この規程による給与は、現金で支払うものとする。 

２ 前項の給与について、職員等から申し出があったときは、口座振替の方法

により支払うことができる。 

 （給与の支給日）                      

第４条 給与の支給日は、特別手当を除き毎月２１日とする。ただし、月の初

日以外の日に職員となった者の支給日は、その月の末日とする。 

２ 前項に規定する支給日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規

定する休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土

曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日でない日を支給日とする。 

３ 特別の事情により、前２項の規定により難いと認められる場合は、前２項

の規定にかかわらず会長はその支給日を変更することができるものとする。 

 （給与の支給方法）                    

第５条 給与の計算期間（以下「給与期間」という。）は、月の１日から末日ま 

でとする。 

２ 新たに職員となった者はその日から給与を支給し、昇格及び降格等により

給与額に異動が生じた者については、その日から新たに定められた給与を支

給する。 

３ 職員が退職したときは、その日まで給与を支給する。 

４ 職員が死亡したときは、その月まで給与を支給する。 

５ 第２項又は第３項の規定により給与を支給する場合であって、給与期間の

初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外



のときは、その給与額は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日、及

び指定週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。 

第２章 基本給 

（基本給の意義及び基本給表） 

第６条 この規程において基本給とは、正規の勤務時間による勤務に対する報

酬をいう。 

２ 基本給は月額とし、基本給表は我孫子市一般職の職員の給与に関する条例

（昭和３２年条例第６号。以下「条例」という。）第５条に定める給料表を準

用する。 

 （基本給の決定）                     

第７条 会長は、すべての職員の職務について複雑、困難及び責任の度に基づ

き、職務の級及び号給を決定しなければならない。 

２ 職員が一つの職務の級から上位の級に昇格した場合、その職員の受ける昇

格後の級の号給は、我孫子市職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規

則（昭和４６年規則第１２号）第１５条の規定を準用する。 

３ 職員が一つの職務の級から下位の級に降格した場合、その職員の受ける降

格後の級の号給は、降格前の基本給月額と同じ額の号給（同じ額の号給がな

いときは、直近下位の額の号給）とする。 

（昇給の基準） 

第８条 職員が現に受けている号給を受けるに至ったときから、１２月を下ま

わらない期間を良好な成績で勤務したときは、４号給（その職務の級が６級

以上である職員にあっては３号給）を標準とした上位の号給に昇給させるこ

とができる。ただし、５５歳以上の職員については昇給しない。 

２ 職員の勤務成績が特に良好である場合は、前項の規定にかかわらず、４号

給以上（５５歳以上の職員にあっては１号級以上）上位の号給へ昇給させる

ことができる。 

 （昇給の時期） 

第９条 前条に規定する昇給の時期は、４月１日及び１０月１日とする。 

（定年前再雇用短時間勤務職員の給料月額） 

第１０条 公益社団法人我孫子市シルバー人材センター職員就業規則第１１条

に規定する定年前再雇用短時間勤務職員の給料月額は、条例第６条の２の規

定を準用する。 

（退職又は解雇の場合の支払）                

第１１条 職員が死亡したとき又は組織の改廃その他やむを得ない業務上の理

由により退職又は解雇された場合においては、権利者の請求があった場合、

速やかに基本給その他職員の権利に属する支給金を支給する。 

（業務上の傷病者に対する支払） 

第１２条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷

し、若しくは疾病にかかったことにより休業補償を受ける場合は、その勤務

することができない期間につき、平均賃金からその給付額を控除した額を支

給する。 



（業務外の傷病者に対する支払）    

第１３条 職員が業務外の負傷、疾病により休業したときは、その日から１８

０日間は平均賃金を支給する。     

 （給与の減額） 

第１４条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、会長が別に

定める場合を除くほか、その勤務しない１時間につき基本給及び地域手当の

月数の合計額に１２を乗じて得た額を１週間当たりの勤務時間に５２を乗じ

たもので除した額を減額する。 

 （時間の計算） 

第１５条 前条若しくは第２５条における時間数の合計に１時間未満の端数が

生じた場合には、その端数が３０分以上のときは１時間とし、３０分未満の

ときは切り捨てて計算するものとする。 

 （欠勤者等の給与） 

第１６条 欠勤者又は休職者の給与については、第１４条に規定する場合を除

くほか別に定めるところによる。 

 （遅刻、早退者の給与） 

第１７条 職員が遅刻、早退した場合は、第１４条及び第１５条の規定により

算出した額を控除する。 

 （端数計算） 

第１８条 この規程による給与の計算において円位未満の端数を生ずるときは、

その端数が５０銭以上のときは１円とし、５０銭未満のときは切り捨てる。 

第３章 特別手当 

 （特別手当の種類） 

第１９条 特別手当は、期末手当及び勤勉手当の２種類とする。 

（期末手当及び勤勉手当） 

第２０条 期末手当及び勤勉手当は、６月１日及び１２月１日にそれぞれ在職

する職員に対して支給する。 

２ 期末手当及び勤勉手当の支給日は、６月１５日及び１２月１０日とする。

ただし、支給日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休

日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は

国民の祝日に関する法律に規定する休日でない日を支給日とする。 

３ 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規

定にかかわらず会長はその支給日を変更することができるものとする。 

４ 前条の手当の算出及び支給額は、条例第２０条、第２０条の２、第２０条

の３及び第２１条の規定を準用する。 

第４章 諸手当 

 （扶養手当） 

第２１条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。 

２ 前項の手当の対象及び支給額等は、条例第１０条及び第１０条の２の規定

を準用する。 



 （地域手当） 

第２２条 地域手当は、民間の賃金水準、物価等を考慮し職員に支給する。 

２ 前項の手当の支給額等は、条例第１０条の３の規定を準用する。 

 （住居手当） 

第２３条 世帯主（これに準ずる者を含む）である職員に対して住居手当を支

給する。 

２ 住居手当の支給を受けようとする職員は住居届（様式第１号）を会長に届

け出なければならない。 

３ 前項の手当の対象及び支給額等は、条例第１０条の４及び我孫子市職員の

住居手当の支給に関する規則の規定を準用する。 

 （通勤手当） 

第２４条 職員に対し通勤手当を支給する。 

２ 通勤手当の支給を受けようとする職員は通勤届（様式第２号）を会長に届

け出なければならない。 

３ 前項の手当の対象及び支給額等は、条例第１１条及び我孫子市職員の通勤

手当の支給に関する規則の規定を準用する。 

（時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当） 

第２５条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、正規の勤務時

間を超えて勤務を命ぜられた職員に対して実際に勤務した時間について支給

する。ただし、予算の範囲内でこれを支給することができる。 

２ 前項の手当の支給額等は、条例第１５条の規定を準用する。 

（管理職手当及びその支給） 

第２６条 管理又は監督の職にある者については、管理職手当を支給する。た

だし、常務理事が事務局長を兼ねる場合は、支給しない。 

２ 第２５条の規定は、前項に規定する職にある職員には適用しない。 

３ 管理職手当は、次の表の左欄に掲げる職員に対し、同表右欄に掲げる額を

支給する。 

補職名 職務の級 支給金額 

事務局長 

参与 

７級 ５５，４００円 

事務局長代行 

参事 

６級 ３８，７００円 

４ 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。 

（準用） 

第２７条 この規程に定めのない事項については、条例に定める取扱の例を準

用する。 

 （委任） 

第２８条 この規程に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、会

長が別に定めるものとする。                               

 

   附 則（平成２３年１２月１５日理事会議決） 



１ この規程は、公益社団法人我孫子市シルバー人材センターの設立の登記の

日（平成２４年４月１日）から施行する。 

２ この規程の施行前に廃止した、社団法人我孫子市シルバー人材センター職

員給与規程による通勤届の承認の行為は、なおその効力を有する。 

   附 則（平成２７年９月１７日理事会議決） 

この規程は、平成２７年９月１７日から施行し、改正後の公益社団法人我孫 

子市シルバー人材センター職員給与規程は、平成２７年４月１日から適用する。 

   附 則（平成２９年３月１６日理事会議決） 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２９年９月２１日理事会議決） 

この規程は、平成２９年１０月１日から施行する。 

   附 則（令和５年１月３１日理事会議決） 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

（令和５年４月１日から当分の間に支給する給料の特例） 

(１) 当分の間、職員が６０歳に達した日後における最初の４月１日以後

の職員の給料月額は、条例附則第２０項及び第２１項の規定を準用す

る。 

(２) 公益社団法人我孫子市シルバー人材センター職員就業規則第１０条

の規定により管理監督職勤務上限年齢６０年に到達した日後の当該職

員の給料月額は、条例附則第２２項及び第２３項の規定を準用する。 

 


